
 

件  名  

埼玉県立高等学校通信教育規程及び埼玉県立中学校管理規則の一部を改正する規

則について 

 

提案理由  

 県立学校の学籍手続の電子化に伴う署名の廃止を行うため、埼玉県立高等学校

通信教育規程及び埼玉県立中学校管理規則の一部を別紙のとおり改正したいので、

審議願います。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

 ⑴ 埼玉県立高等学校通信教育規程 

   埼玉県立高等学校通則に基づいて、埼玉県立高等学校の通信制の課程で行

なう教育に関し必要な事項を定めるもの 

 ⑵ 埼玉県立中学校管理規則 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、埼玉県立中学校の

管理運営の基本的事項を定めるもの 

第１６号議案 

（県立学校人事課） 
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２ 改正の内容 

 ⑴ 埼玉県立高等学校通信教育規程 

   転学・転籍及び退学手続において生徒及び保護者に求めていた署名を変更

し、記名を求めることとする。 

 ⑵ 埼玉県立中学校管理規則 

   転学手続において保護者に求めていた署名を変更し、生徒及び保護者の記

名を求めることとする。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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埼玉県立高等学校通信教育規程及び埼玉県立中学校管理規則の一部を改正する規則 

第一条関係                                                   （傍線の部分は、改正部分） 
 

改 正 案 現   行 

埼玉県立高等学校通信教育規程 

 

埼玉県立高等学校通信教育規程 

第一条～第十七条 （略） 

 

第一条～第十七条 （略） 

 

 （転学・転籍） 

第十八条 生徒が転学又は転籍しようとするときは、その事由を具し、保護

者と共に記名の上、校長に願い出て、許可を受けなければならない。 

２・３ （略） 

 

 （転学・転籍） 

第十八条 生徒が転学又は転籍しようとするときは、その事由を具し、保護

者と連署の上、校長に願い出て、許可を受けなければならない。 

２・３ （略） 

 

 （退学及び除籍） 

第十九条 生徒が退学しようとするときは、その事由を具し、保護者と共に

記名の上、校長に願い出て、許可を受けなければならない。 

２ （略） 

 

 （退学及び除籍） 

第十九条 生徒が退学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署

の上、校長に願い出て、許可を受けなければならない。 

２ （略） 

 

第二十条～第二十三条 （略） 

 

第二十条～第二十三条 （略） 

 

様式第１号・様式第２号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号・様式第２号 （略） 
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埼玉県立高等学校通信教育規程及び埼玉県立中学校管理規則の一部を改正する規則 

第二条関係                                                   （傍線の部分は、改正部分） 
 

改 正 案 現   行 

埼玉県立中学校管理規則 

 

埼玉県立中学校管理規則 

第一条～第八条 （略） 

 

第一条～第八条 （略） 

 

 （転学） 

第九条 生徒がやむを得ない事情によって転学しようとするときは、その事

由を具し、保護者と共に記名の上、校長に願い出て許可を受けなければな

らない。 

２～４ （略） 

 

 （転学） 

第九条 生徒がやむを得ない事情によって転学しようとするときは、その事

由を具し、保護者が署名し、校長に願い出て許可を受けなければならない。 

 

２～４ （略） 

 

第十条～第十九条 （略） 

 

第十条～第十九条 （略） 

 

別記様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式 （略） 
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埼
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県
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学
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則
の
一
部
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す

る
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則 

 
（
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
中
「
連
署
」
を
「
共
に
記
名
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
中
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
立
中
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
中
「
が
署
名
し
」
を
「
と
共
に
記
名
の
上
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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